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（１）成果報告書の提出 
各事業者（都県）は下記の要領で成果報告書を作成し、提出して頂きます。 
○提出書類 
 ・小児等在宅医療連携拠点事業成果報告書 
 ・小児等在宅医療連携拠点の活動性に係る指標シート 
 ・小児等在宅医療連携拠点事業において行った年間の取り組み 
 ・小児等在宅医療連携拠点事業成果に係るプレゼンテーション資料（成果報告会資料＋総括） 
 ・その他資料（平成２５年１０月提出の指標シートも含む） 
 （平成２６年２月１４日発出「【重要】小児等在宅医療連携拠点事業成果報告について」を参照） 
○提出期限  
 平成26 年3 月20 日（木）（必着） 
○提出方法 
 ・各1 部ずつ（紙媒体） 
 ・電子媒体CD-R1 枚 
 ※その他資料がある場合には、提供可能な形態、部数（2 部以内）を郵送により納入すること 
○提出先（①、②両方に郵送してください。） 
 ① 厚生労働省 
  〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 
  厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室 宛 
 ② 成育医療研究センター 
  〒157-8535 東京都世田谷区大蔵２－２０－１ 
  成育医療研究センター 在宅医療支援室 宛 
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（２）最終報告書の提出 
 

国立成育医療センターは、各事業者の成果報告書を取りまとめ、総括等を附記して
最終報告書を作成し、厚生労働省に提出して頂きます。 
 

○提出期限  
 平成26 年3 月31 日（月） 
 
○提出方法 
 ・1 部（紙媒体） 
 ・電子媒体CD-R1 枚 
 
○提出先 
 厚生労働省 
 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 
 厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室 宛 
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（３）平成２６年度の予定 
 

○平成２６年度予算案成立後、全都道府県を対象に速やかに次年度の小児等在   
宅医療連携拠点事業に関する公募を実施する予定です。なお、平成２６年度の公募
については、平成２５年度の事業の成果を踏まえて公募要領の内容や様式を変更
する可能性がありますので、ご留意下さい。 
 

○公募開始から約１ヶ月後をメドに公募を締め切り、選定委員会の審査を経て評価
機関及び事業実施者が採択される予定です。前年度に拠点事業を実施した事業者
は、前年度の実績を様式の中に記載して下さい。実施していない事業者は、それま
で取り組んでこられたことを記載して下さい。 
 

○厚生労働省は、拠点事業者として選定された都道府県に対して、約１ヶ月後をメド
に事業説明会を開催する予定です。その中で、各事業者は事業計画を発表して頂き
ます。前年度に事業を実施した事業者は、前年度からさらに進んだ取り組みを実施
して頂きますよう、お願い申し上げます。 
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